
書式第 12号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

令和 3年度 事 業 報 告 書
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1 事業の成果

海外 2ヵ 国 (カ ンボジア、東ティモール)と 日本 (首都圏他)において各事業を展開した。すべての人々

が健康に暮らせる世界を実現することを目的に、国内外での住民主体の保健医療活動を引き続き実施 した。

さらに日本社会へ働きかけていくために、研修、イベン トなどの啓発活動なども実施 した。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【101,665】 千円)

(2)そ の他の事業

特になし

定款
さ
事

に記載
れた
業名

事業内容 日日寺 場 所
従事者
人数

受益対象者
範囲

受益対象者
人数

事業費
(千 円)

適
を
と
人
療

切 な 医
受 け る
が 困難
々 へ の
。保健協

療

な
医
|カ

カンボジア :

。子どもの栄養改善事
業
・保健行政のコロナ対
策支援

`挙

不口3

年 1月

令和 3

年 12月

カ ン ボ

ジ ア 国
プ レ ア
ビ ヒ ア

州

14人
乳幼児と養
育者、妊産
婦

2,000人 29,411

東ティモール :

・住民参加によるプラ
イマリヘルス強化事業
・保健行政のコロナ対
策支援

急賓駆
洪水被害への緊

令和 3

年 1月

令和 3

年 12月

東ティ
モール

ディリ
県

19人

保健スタッ
フ、保健ボ
ランティ
ア、自治体
関係者、地

域住民

19,000人 43,154

日冽ド :

。在 日外国人母子の保
健医療へのアクセス改
善支援 (電話相談、医療
通訳派遣、自助グルー
プ育成、情報発信 )
。コロナ宿泊療養施設
への医師派遣

令和 3

年 1月

令和 3

年 12月

首 都 圏
中心

7人
在日外国人
及び保健医
療従事者

1,000人 16,882

普及 啓発 活
動及 び人材
育成

青年海外協力隊エイズ

対策隊員向け技術補完
研修他イベン ト会場 。

学校 。オンラインでの

授業、ワークショップ

等

イ合
｀
不日3

年 1月

令和 3

年 12月

首 都 圏
中心

7人

JICA青年海
外協力隊参
加者、児
童、学生、
専門学校生

徒、企業社
員イベン ト
参加者等

1,000人 3,892

その他、この
法 人 の 目的
達 成 の た め
に 必 要 な 事
業

特に実施な し



書式第 13号 (法第 28条関係 ) 事 業 報 告 用

令和 3年度 活動計算書 (そ の他事業が上登場合)

特定非営利活動法人シェア=国際保健協力市民の会

金   額 小 計 ・ 合 計

925,000
3,040,000

3,965,000

50,458,927
5,553,840

56,012,767

50,124,671

受取利息

4

運営会員受取会費
支持会員受取会費

受取寄附金
現物寄付

国庫補助金
民間助成金

啓発収入
受託事業
その他事業

1,747,173
31,361,651
4,027,082

37,135,906

9,684
127.571

137,255

14/.3ノ b.

51,532,260
0

1,907,665
4,400,803

776,404

58,617,132

6,315,105
8,561,937
6,662,465
5,525,036
3,009,124
4,650,540

34, ノ24,20

93.341.

10,801,354
0

578,400
2,620,131

436,342

14,436,22

給料手

給料手当
役員報酬
退職給付費用
法定福利費・福利厚生費
通勤費

旅費交通、通信・運搬費
謝金、派遣、委託、研修、会議
家賃、賃借、修繕、水光熱
事務、消耗品、備品、印刷
減価償却費・車両費
雑費他経費

旅費交通、通信・運搬費
謝金、派遣、委託、研修、会議

、修繕、水光熱
品、備品、印刷
・車両費

家賃、賃借
事務、消耗
減価償却費
雑費他経費

役員報酬
退職給付費用
法定福利費・福利厚生費

1,172,673
806,122

1,562,624
813,821

0

5,731,204

10,086,444

24.522.671
117.864.01

当  期  経 増 減 額  【A 29.511.

過年度損益修正益

災害損失
過年度損益修正損

0

0

0

409.373
409 37

-409_371当 期 経 1外 増 減 額 C D

29.102.21
70,000

40.613 652
69 645

3

|l12 襦 計

E=書

:話 勤 書



書式第 15号 (法第 28条関係 )

令和 3年度 貸借対照表

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人シェア=
単位 :円

小 計 ・ 合 計金   額

: 産  の  部

動資産

現金預金
未収金
仮払金
前払費用

棚卸資産
b資産合計 ①

97,591,875
12,527,386

593,156
842,688

1,743,524
113,298,629

定資産
1,544,899

1
４

０

(1)有形固定資産
車両運搬具

什器備品

(2)無形固定資産
ソフ トウェア

借地権

837,420(3)投資その他の資産
敷金

長期貸付金
保証金

2_382_311

2

鷹合計  ・・・②

115,680,948【A】 資 産 合 計 ①+②

16,549,726
23,176,770

435,413
220

70,000

2

未払金
前受金

預 り金

仮受金

長期借入金
退職給付引当金
基金預託金

40,232,129

，
一

〈
υ

４
‘

０^

5,802,951
46.035.08(

40,613,652
29,032,216

69.645.

115,680,948【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 +【 B-2】

837,420



ハリ

令和 3年度  計算書類の注記 事 業 報 告 用

特定非営利活動法人シェア=国際保健協力市民の会

重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO法人会計基準 (2010年 7月 20日  2011年 11月 20日 一部改正 NPO法 人会計基準協議会 )

によっています。
(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法で評価 しています。

(2)固 定資産の減価償却の方法
法人税の規定に基づいて、有形固定資産は定額法で償却をしています。

(3)引 当金の計上基準
。退職給付引当金

従業員の退職給付に備える為、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認められる
金額を計上しています。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算 しています。

(4)施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

該当なし

(5)消 費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2.事 業別損益の状況

科 目
カンボジア

事業
東ティモール

事業
在 日外国人
支援事業

普及啓発
事業

事業部門計 管理部門 合計

3,965,000
56,012,767
50,124,671
33,108,824
4,164,337

0

13,413,307
6,229,331

22,75C),060

279,627

0

1,466,205
35,499,370

297,898
3,452,900

0

1,314,840
8,395,970
7,445,956

130,280

0

450,000
0

1,976,210
230,752

0

16,644,352
50,124,671
32,470,124
4,093,559
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０

０
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42,672,325 40,716,373 17,287,046 2,656,962 103,332,706 44,042,893 147,375,599

11,099,710
0

443,750
1,303,092
339,400

2,519,969
0

25,122
182,761

29,400

51,532,260
∩
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４
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436,342
2,620,131
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62,333,614
0

17,634,599
0

99,380
1,205,907

533,974

20,277,982
0

208,152
1,709,043
1,004,891

58,617.132 14,436.227 73,053,35919,473,860 23,200,068 13,185,952 2,757,252

1,333,133
3,636,802
1,637,340
665,382
939,041

1,726,064

4,211,077
3,051,068
3,789,975
4,372,277
1,969,983
2,560,177

693,532
1,590,520
620,074
458,888
100,100
233,208

77,363
283,547
615,076
28,489

0

131,091
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806,122
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9,937,762 19,954,557 3,696,322 1,135,566 34,724,207 10,086,444 44,810,651
16.882.274 3.892.818 93,341.339 24.522.671 117,864,01029,411,622 43,154,625

13,260,703 -2,438,252 404,772 -1,235,856 9,991,367 19,520,222 29,511,589

I 経常収益
1.受取会費
2.受取寄附金
3.受取助成金等
4.事業収益
5.そ の他収益

経常収益計
Ⅱ 経常費用
(1)人件費

給料手当

役員報酬

通勤費

法定・福利厚生費

退職給付費用

人件費計
(2)そ の他経費

旅費交通、通信運搬

謝 金 、委託 、研 修 、 会議

家賃、賃借、修繕、水道光熱

事務 、消耗品、備品 、印刷

減価償却・車両

雑費、他経費

その他経費計
経常費用計

当期経常増減額

内 容 金額 算定方法

該当なし

3.施 設の提供等の物的サー ビスの受入の内訳



内容 首残高
ユ
〓 期増加額

ユ
〓 期減少額 期末残高 備 考

2,300,000
0

13,260,703

18,893,913
0

0

0

1,982,857
0

0

翌期活動資金 として前受金へ振替

クラウドファンディング他

翌期活動資金 として前受金へ振替

翌期活動資金として前受金へ振替

3,522,531

17,211,720
250,000

0

4,888,761
0

0

ｎ
ｖ

Ａ
υ

ハ
υ

0

5,006,800
22,612,860
13,413,307

36,454,249
0

1,466,205

7,197,695
6,943,613

323,921
1,314,840

1,347,162
749,048
450,000

6,229,331
22,612,860

152,604

34,772,056
250,000

1,466,205

7,197,695
9,849,517

323,921
1,314,840

1,347,162
749,048
450,000

25.873.012 97.279.700 86.715.239 36.437.473

カンボジア事業

補助金・助成金等
受託事業 (JICA草 の根)

事業指定寄付金

東ティモール事業
補助金・助成金等
TLフ ェスタ事務局運営費

事業指定寄付
在 日外国人支援事業

補助金・助成金等
受託事業
医療通訳。講師派遣等

事業指定寄付
普及啓発事業

JICA派遣前研修

講師派遣
事業指定寄付

合計

4 使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳 (正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通 りです。
当法人の正味財産は69,645,868円 ですが、そのうち36,437,473円 は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は33,208,395円 です。

5.固 定資産の増減内訳

6.借 入金の増減内訳

役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通 りです。

その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必

要な事項

事業費と管理費の按分方法

管理部門経費のうち、広報、法人連携経費、東京本部事務局家賃及び水道光熱費の 70%を 事業費に配賦 していま
す。

その他の事業に係る資産の状況

特になし。

円

７
‥

8

科 目 期首取得価額 取得 減 少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

837.420

36,513,483
228,800

35,068,684
128,700

837,420

1,444,799
100,100

774,800

2,166,113
200,200

62,620

721,314
100,100

821.414 37.579.7()3 35.197.384 2.382.3193,141,113 62,620

有形固定資産

車両運搬具

器具備品 (PC)

無形固定資産

投資その他の資産

事務所保証金
合計

科 目 期首残高
望
〓 期イF入

望
〓 期返済 期末残高

合 計

科 目
計算書類 に

計上 された
金箱

員

引

役

取
ヽ
の

内 内、近親者

及び支配法
人ルの取弓|

56,012,767
7,277,296

2,504,979
105,000

63,290,063 2,609,979

(活動計算書 )

受取寄附金

諸謝金・業務委託等
活動計算書計

(貸借対照表 )

貸借対照表計



書式第 17号 (法第 28条関係 )

令和 3年度 財産目録

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人シェア=国際保健協力市民の会

現金預金
手元現金
三菱UFJ銀行春日町支店普通預金
三菱UFJ銀行上野中央支店普通預金
住信SBIネ ット銀行法人第一普通預金
楽天銀行第二営業普通預金
郵便振替
カンボジア事務所現預金
東ティモール事務所現預金
郵便貯金
退職給付引当普通預金

97,591,875

12,527,386

842,688

東京、東ティモール事務所家賃他
仮払金

1,676,802

802

棚卸資産
商品 (書籍 )

商品 (コ ーヒー)

10,150,500
39,598

820,219
1,179,016

東ティモール事業未収金 2件
在 日外国人支援事業 7件
普及啓発事業未収金 6件

未収金
カンボジア事業未収金 2件

48,003
35,094,371
6,304,504

346,903
229,907

13,587,150
1,023,908

30,872,399
9,185,928

合 計 (1)

1,444,799
1,444,799

100,100
パソコン

ソフトウェア

837,420

長期貸付金

借地権

車両運搬具
事業用車両

保証
‡幸ftア

現地事務所カン不´
774,800
62,620

産 合 計 ② 2 382 3

115,680.948【A】 資 産 合 計 ①+②

16,549,726

23,176,770

仮受金

70,000

3,342,951

基金預託金

退職 金等

220振込手数料
未払法人税等

り

未払金
日本NGO連携無償資金協力贈与 未消化資金返還金
未払消費税

95

前受金

長期借入金

46.035,

69.645.

12月 分社会保険料
職員通勤交通費、日当
その他

退職給付引当金
職員

源泉徴収税、住民税、雇用保険料

【B-1】 負 債 合 計 ③+④

【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 ― 【B-1】

t76,770
|
1 23,

2,460,000



書式第 18号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

令和 3年度年間役員名簿 (前事業年度において役員であつたことがある全員の氏名及び住所又は居所並

びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

特定主菫壺塁重盤墨生」と二z三厘壁置亜艶雄狂立量⊇塗L_

1 確認事項 (法第 20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )

□各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかに○

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間

報酬を受けた期間
(該 当者のみに記入)

氏    名

1 o・監事
ホンダ トオル 令和3年  1月  1日

令和3年 12月  31日

年  月  日

年  月  日本田 徹

2 〇
・監事

ナカサ タモツ 令和3年  1月  1日

令和3年 12月  31日

年 月

月

日

年 日仲佐 保

3 (璽)。 監事
サワダ タカシ 令和3年  1月  1日

令和3年 12月  31日

年  月  日

年  月  日澤田 貴志

4
⌒

ヽユ妻 監 事

=rt /\)VY A 令和3年  1月  1日

令和3年 12月  31日

年   月 日

日年 月仁科 晴弘

5 o・ 監事
ts-"lt <t, 令和3年  1月  1日

令和3年 12月  31日

年 月

月

日

日年山口 誠史

6 〇 ・監事

イソダ アツコ 令和3年 1月  1日

令和3年 12月  31日

年  月  日

年  月  日磯田 厚子

7 く理酵卜監事
スズキ ナオキ 令和3年  1月  1日

令和3年 12月  31日

年   月 日

日年 月鈴木 直喜

8 (憂∋・監事
タカギ アキコ 令和3年  1月  1日

令和3年 12月  31日

年

年

月

月

日

日高木 章子

9 (夏∋。監事
タカハシ シオ リ 令和3年  1月  1日

令和3年 12月  31日

年  月  日

年  月  日高橋 志緒利

10 (璽)。 監事
モ トハシ サカエ 令和3年  1月  1日

令和3年 12月  31日

年   月 日

日年 月本橋 栄



書式第 18号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

役 名
どちらかに○

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間

報酬を受けた期間

(該 当者のみに記入)
氏   名

11 鯉菱)監事
リ セツコ 令和3年  1月  1日

令和3年 12月  31日

年 月

月

日

日年李 節子

12 《萎)。 監事
スギシタ トモユキ 令和3年 1月  1日

令和3年 3月  31日

年  月  日

年  月  日杉下 智之

13 (夏∋・監事
ユアサ モ トユキ 令和3年 4月  1日

令和3年 12月  31日

年  月  日

年  月  日湯浅 資之

14 (憂∋・監事
33r'?t, 令和3年  4月  1日

令和3年 12月  31日

年 月

月

日

日年横田 雅史

15 理事(憂⇒
タカツカ ナオコ 令和3年 1月  1日

令和3年 12月  31日

年 月

月

日

日年高塚 直子

16 理事(≡∋
ハスオ ケイジ 令和3年 1月  1日

令和3年 12月  31日

年  月 日

日年 月蓮尾 慶治



書式第4号 (法第 10条 。第 28条関係 )

設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人シェア=国際保健協力市民の会

氏   名

1 本田 徹

2 仲佐 保

3 澤田 貴志

4 仁科 晴弘

5 山口 誠史

6 磯田 厚子

鈴木 直喜

8 高木 章子

9 高橋 志緒利

10 本橋 栄

11 李 節子

12 人尋 英昭

7


